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(57)【要約】
【課題】少量の検体中の被験物質を検出することができ
る簡便な検出装置を提供する。
【解決手段】検体中の被験物質を所定位置で捕捉するこ
とにより検出する検出装置であって、移動相となりうる
液体を収容する検出槽を備え、検出槽内には、液体を貯
留させることができる貯留部と、検体を投入する投入部
と、被験物質を検出する検出部と、液体を投入部側から
検出部側へ移動させる吸液材を収容することができる吸
液部と、がこの順に配設され、液体と検体を内部に保持
しながら移動させることができる展開部材が貯留部と吸
液部とに渡って双方に接するように配設されており、展
開部材に設けられた流路は、前記投入部に対応する位置
１５から前記検出部に対応する位置１７に至るまでの領
域内の何れかにおいて、位置１５から位置１７の方向へ
進むにつれて幅又は断面積が減少するような構成をとり
、位置１７において展開部材を備えない間隙部が設けら
れている検出装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体中の被験物質を所定位置で捕捉することにより検出する検出装置であって、
　移動相となりうる液体を収容する検出槽を備え、
　前記検出槽内には、前記液体を貯留させることができる貯留部と、検体を投入する投入
部と、前記被験物質を検出する検出部と、前記液体を前記投入部側から前記検出部側へ移
動させる吸液材を収容することができる吸液部と、がこの順に配設され、さらに前記液体
と前記検体を内部に保持しながら移動させることができる展開部材が前記貯留部と前記吸
液部とに渡って双方に接するように配設されており、
　前記展開部材には前記液体を移動させることができる流路が設けられ、該流路は、前記
投入部に対応する第１の位置から前記検出部に対応する第２の位置に至るまでの領域内の
何れかにおいて、前記第１の位置から前記第２の位置の方向へ進むにつれて幅又は断面積
が減少するような構成をとり、前記第２の位置において前記展開部材を備えない間隙部が
設けられている、
　ことを特徴とする検出装置。
【請求項２】
　前記吸液部は、吸液材と、該吸液材を前記液体と非接触状態で収納する収納部と、前記
吸液材を前記液体に接触させる操作部とを有する、ことを特徴とする、請求項１に記載の
検出装置。
【請求項３】
　前記検出槽はその上面を覆う天板部を備え、
　前記投入部は前記天板部に設けられた投入口であることを特徴とする、請求項１又は２
に記載の検出装置。
【請求項４】
　前記展開部材が前記液体で湿潤していることを特徴とする、請求項１～３の何れか１つ
に記載の検出装置。
【請求項５】
　前記展開部材は少なくとも２以上の流路に分岐し、前記流路は再び合流する構成をとる
ことを特徴とする、請求項１～４の何れか１つに記載の検出装置。
【請求項６】
　前記被験物質に特異的に結合する第１の特異的結合物質を備え、
　該第１の特異的結合物質が前記検出部の所定の位置に固定されていることにより、前記
検体中の前記被験物質を所定位置で捕捉することができるように構成されていることを特
徴とする、請求項１～５の何れか１つに記載の検出装置。
【請求項７】
　前記被験物質又は前記被験物質と前記第１の特異的結合物質との複合体に特異的に結合
する第２の特異的結合物質を備え、前記被験物質、前記第１の特異的結合物質及び前記第
２の特異的結合物質で複合体を形成できるように構成されていることを特徴とする、請求
項６に記載の検出装置。
【請求項８】
　前記吸液材が吸水性高分子であることを特徴とする、請求項１～７の何れか１つに記載
の検出装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか１つに記載の検出装置を用いて、吸液材の吸液力によって液体と
検体を移動させ、前記検体中の被験物質を所定位置で捕捉する工程を含む被験物質の検出
方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の検出方法において、前記吸液材及び／又は前記液体の質量を調節する
ことで、前記液体の移動速度を調節する方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は検体中の被験物質を検出する検出装置及び検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検体中の被験物質の検出方法は様々なものがあり、その内、液体と検体を移動させ検出
部において検体中の被験物質を特異的に検出する方法が知られている。このような検出方
法の代表的なものがクロマトグラフィー法である。クロマトグラフィー法とは、固定相の
一端に置いた検体を適当な移動相（液体）で移動させ、検体中の各成分の吸着性や分配係
数の差に基づく移動速度の差を利用してこれを相互分離する検査・検出技術である。
　特許文献１には、液体と検体を移動させる手段がポンプによる液体の送液である高速液
体クロマトグラフィー装置が記載されている。
　特に生体検体中の被験物質を検出する場合には、免疫クロマトグラフィー法が用いられ
てきた（例えば特許文献２及び３）。特許文献２及び３に記載されているような従来の免
疫クロマトグラフィー法においては、固定相であるメンブレンの毛細管現象を利用して液
体と検体を移動させる。また、特許文献２及び３には、毛細管現象によってメンブレンの
端部まで液が移動した後に、吸水パッドによって液を吸収し、液の逆流を抑えることが記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２６７６５０号公報
【特許文献２】特開２００１－０５９８４４号公報
【特許文献３】特開２００５－１５６３４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の免疫クロマトグラフィー装置は簡便な構造であり、簡便に被験物質の検出を行う
ことができる。しかし、従来の免疫クロマトグラフィー装置は上述したようにメンブレン
の毛細管現象を利用するものであるので、移動相である液体と検体の移動速度を調節する
ことはできないため、検出部における被験物質と用いる抗体の親和性が低い場合には、十
分な抗体－抗原反応の時間を確保できないという問題があった。
　また、検体中に含まれる液体を移動相として利用する簡便な構造の免疫クロマトグラフ
ィー装置が知られている。このような免疫クロマトグラフィー装置では移動相となる液体
を別途添加する操作を必要としないため、操作が簡便である。しかし、検体量が少ないと
移動相である液体の量が不足するため毛細管現象による検体の移動が途中で止まってしま
い、検出部まで検体が到達しない。そのため、このような免疫クロマトグラフィー装置は
、操作は簡便であるが大量の検体を必要としていた。
　また、検出におけるバックグラウンドを抑え検出感度・精度を上げるためには、検出部
における免疫複合体を洗浄するための洗浄液を別途追加する必要があるという問題がある
。そして、十分な洗浄を行うために多量の洗浄液を加えると、上述したような吸水パッド
の保水力では液の逆流を抑えることができず、逆に検出精度が低くなってしまうといった
問題があった。
　一方、特許文献１に記載のような高速液体クロマトグラフィー装置では、液体の移動を
ポンプによって行うため、液の逆流等の問題は起こらない。しかし、高速液体クロマトグ
ラフィー装置は、上述したようにポンプが必要であり、簡便な装置であるとは到底いえな
い。
【０００５】
　そこで本発明の解決しようとする課題は、少量の検体中の被験物質を検出することがで
きる簡便な検出装置を提供することにある。そして、バックグラウンドの低い定量的な被
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験物質の検出を可能とする検出装置を提供する。
　また、本発明は、好ましい形態では、精度の高い検出が可能な検出装置を提供すること
も目的とする。また、より好ましい形態では、被験物質の定量的な測定もできる検出装置
を提供することも本発明の課題である。さらに好ましい形態では、液体の逆流が起こらな
い検出装置を提供することも本発明が解決しようとする課題である。
　また、本発明は、液体が検出部に対応する位置を通過する際の速度を上げて洗浄力を上
げること、及び検体におけるバックグラウンドを抑え検出感度・精度を上げることが可能
な検出装置を提供することも目的とする。
　また、本発明は、検出部の領域において、光を利用した検出の妨げとなるような部材を
除去した構造を採ることで、検出感度・精度等を上げた検出装置を提供することも目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明（１）は、検体中の被験物質を所定位置で捕捉するこ
とにより検出する検出装置であって、移動相となりうる液体を収容する検出槽を備え、前
記検出槽内には、前記液体を貯留させることができる貯留部と、検体を投入する投入部と
、前記被験物質を検出する検出部と、前記液体を前記投入部側から前記検出部側へ移動さ
せる吸液材を収容することができる吸液部と、がこの順に配設され、さらに前記液体と前
記検体を内部に保持しながら移動させることができる展開部材が前記貯留部と前記吸液部
とに渡って双方に接するように配設されており、前記展開部材には前記液体を移動させる
ことができる流路が設けられ、該流路は、前記投入部に対応する第１の位置から前記検出
部に対応する第２の位置に至るまでの領域内の何れかにおいて、前記第１の位置から前記
第２の位置へ進むにつれて幅又は断面積が減少するような構成をとり、前記第２の位置に
おいて前記展開部材を備えない間隙部が設けられている、ことを特徴とする検出装置を提
供する。
【０００７】
　本発明によれば、吸液部の中において、吸液材を液体に接触させることで、検出槽内に
おいて液体の流れが吸液材の吸液力によって形成される。この場合、吸液部については、
例えば、吸液材を着脱可能な状態で仕込んでおけるような構造を採ったり、あるいは吸液
部の天板や壁等に開口を有するよう開閉可能な蓋等を設けたり、又はシールやカバー等で
塞ぐことができる開口を設けたりして、かかる開口を通じて外部から吸液材を挿入できる
ような構造を採ることができる。
　そして、投入部から投入された検体中の被験物質は、吸液材その他の吸液手段によって
形成される液体の流れに乗って検出槽内を移動し、検出部によって捕捉される。当該被験
物質が検出部によって捕捉された後も液体は移動を続けるため、被験物質以外の物質が検
出部に非特異的に捕捉されることを防ぐことができる。したがって、本発明によれば、バ
ックグラウンドの低い定量的な被験物質の検出を可能とする検出装置を提供することがで
きる。
　また、従来の免疫クロマトグラフィー装置のように、メンブレンの毛細管現象を利用す
るものではないため、本発明の検出装置では少量の検体における被験物質の検出が可能で
ある。
【０００８】
　また、本発明の展開部材に設けられている流路では、上述のとおり吸液材を検出槽内の
液体に接触させることによって内部に液流が発生し、投入部から投入される検体中に含ま
れる被験物質が展開部材の表面ないし内部を伝って移動する。そして、この場合、投入部
に対応する（投入部の近傍の）第１の位置から検出部に対応する（検出部の近傍の）第２
の位置までの間の領域内のどこかにおいて、第１の位置から第２の位置の方向、すなわち
液が流れる方向に進むにつれて（進むに従って）流路の幅又は断面積が小さくなるよう絞
り込まれるような、さらに好ましくは、且つ増大しないような構成を採っている。そのた
め、検出部近くの位置における液流の速度が上がることから、例えば担体等上に吸着させ



(5) JP 2017-26621 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

るようにした検体（被験物質）の洗浄力が上がる。また被験物質の担体等に対する相対的
な量も増加する。その結果、検体におけるバックグラウンドを抑え検出感度・精度を上げ
ることができる。
　また、本発明における前記展開部材に設けられている流路は、前記液体の流れる方向を
基準にして、前記第１の位置よりも上流側にある上流位置から前記第２の位置よりも下流
側にある下流位置に至るまで、当該液体の流れる方向に進むにつれて前記幅又は前記断面
積が減少していくような構成をとる方がより好ましい。その他にも、前記第１の位置より
も上流側にある上流位置から前記第２の位置に至るまで、又は前記第１の位置から前記第
２の位置よりも下流側にある下流位置に至るまで、当該液体の流れる方向に進むにつれて
前記幅又は前記断面積が減少していくような構成をとるようにしてもよい。
　このような構成をとることにより、検体（被験物質）の測定に供される展開部材（ある
いはこれに設けられている流路）の範囲との関係で、当該構成をとる領域の方がより広範
囲にわたっており、その一部を測定に供するようにすることで、全体として、より一層安
定した液流を発生させ、液流の速度を一層上げることができ、検体（被験物質）の洗浄力
をより一層上げることができる。その結果、検体におけるバックグラウンドをより一層抑
え検出感度・精度を上げることができる。
【０００９】
　また、本発明の検出装置においては、操作部によって吸液材を液体に接触させるまでは
、検出槽内での液体の移動は起こらない。そのため、複数の検出装置の操作部を同時に操
作することができる操作装置を利用した使用態様も可能となる。すなわち、複数の検出装
置を用意し、それぞれに検体を投入する。そして、検体の投入された検出装置を、操作装
置に設置する。次に、この操作装置を操作することによって、複数の検出装置の操作部を
同時に操作する。すると、複数の検出装置の検出槽内での液体の移動を同時に開始するこ
とができる。このような使用態様とすることによって、複数の本発明の検出装置を用いる
場合に、検出装置間での液体の移動時間の誤差が生じることを防ぐことができる。
　この場合、前記操作装置に、本発明の検出装置の検出部を読み取る読み取り手段を設け
ることが好ましい。操作装置をこのような形態とすることによって、複数の本発明の検出
装置を使用して、複数の検体からの被験物質の検出を同時に行うことができる。
　そして、展開部材に使用される素材は、概して検出に使用される光を吸収する性質を持
つため、光を利用した検出の妨げとなる。そこで、本発明の検出装置は、かかる性質を持
つ展開部材を除去した構造（間隙部）を採ることにより、検出部における検出の際の光透
過性、検出感度・精度等を上げることができる。
【００１０】
　また、本発明の別の好ましい態様（２）は、前記吸液部は、吸液材と、該吸液材を前記
液体と非接触状態で収納する収納部と、前記吸液材を前記液体に接触させる操作部とを有
する、ことを特徴とする、前記（１）に記載の検出装置である。
　この場合、吸液部の中において吸液材を液体に接触させることで、検出槽内において液
体の流れが吸液材の吸液力によって形成される。
　また上述したように本発明の検出装置における吸液部は、吸液材、収納部及び操作部を
有することが好ましい。このような構成をとることによって、吸液部の態様を、収納部に
吸液材が収納されている状態から、吸液材が検出槽内の液体に接触する状態へ、操作部に
よって切り替えることができる。
　さらに、本発明の好ましい形態では、前記収納部は、前記検出槽の上部に、該検出槽内
に吸液材を投入可能に配置されており、前記操作部は、前記液体が前記吸液材に向かうよ
うに液体の流れを形成する流向形成手段を備えていることを特徴とする。
　このような形態とすることによって、収納部から検出槽へ吸液材を容易に投入すること
ができる。すなわち、操作部によって収納部から吸液材を落として液体と接触させること
で液体の流れを形成するという簡便な構造とすることができる。
　また、さらに本発明の好ましい形態では、前記収納部は、前記検出槽内に配置されて前
記吸液材を液体から隔離する隔離部材を備え、前記操作部は、前記液体が前記吸液材に向
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かうように液体の流れを形成する流向形成手段を備えている。
　このように収納部に、吸液材と液体を隔離する隔離部材を備えることによって、吸液材
が収納部に収納されている状態において、吸液材が液体と接触することを防ぐことができ
る。つまり、操作部を操作するまで、液体が前記吸液材に向かう流れは形成されない。
【００１１】
　また、さらに本発明の好ましい形態では、前記収納部の少なくとも一部がシート状材料
によって構成されており、操作部が前記シート状材料を破くシート破断手段を備える。
　このような構成とすることで、シート破断手段によってシート状材料を破くことで、検
出槽内の液体に吸液材を投入することができる。つまり、収納部のシート状材料を破くと
いう行為が、検出槽における液体と検体の移動を開始することになるのである。
【００１２】
　また、さらに本発明の好ましい形態では、前記収納部はシート状材料が設けられた反対
側の面に押込み面を備え、前記シート破断手段は、前記押込み面を押し込むことにより反
対側の面のシート状材料を破ることを特徴とする。
　このような構成とすることによって、押込み面を押込むという簡便な操作によってシー
ト状材料を破くことができる。
【００１３】
　また、さらに本発明の好ましい形態では、前記収納部の押込み面が応力により変形する
材料で構成されている。
　このような形態とすれば、押込み面を押込むことが容易になり、簡単にシート状材料を
破くことができる。
【００１４】
　また、さらに本発明の好ましい形態では、前記収納部の押込み面が、鉛直方向に可動す
る。
　このような形態とすれば、押込み面を押込むことが容易になり、簡単にシート状材料を
破くことができる。
【００１５】
　また、さらに本発明の好ましい形態では、前記収納部の押込み面の内側に少なくとも１
つの針又は刃物が、その針先又は刃先をシート状材料に向けて設けられている。
　このような形態とすることによって、シート状材料の破断が極めて容易になる。
　また、本発明においては、前記シート状材料にティアテープを設け、前記ティアテープ
を引くことによりシート状材料を破るように構成することも好ましい。
　このような形態とすることによって、ティアテープを引くという簡単な操作によって、
シート状材料を破くことができる。
【００１６】
　また、本発明の別の好ましい態様（３）は、前記検出槽はその上面を覆う天板部を備え
、前記投入部は前記天板部に設けられた投入口であることを特徴とする、前記（１）又は
（２）に記載の検出装置である。
　このように検出槽に天板部を設けることによって、検出槽内の液体がこぼれることを防
ぐことができる。
【００１７】
　また、本発明の別の好ましい態様（４）は、前記展開部材が前記液体で湿潤しているこ
とを特徴とする、前記（１）～（３）の何れか１つに記載の検出装置である。
　このような形態とすることによって、投入部から検体を投入したときに、検出槽内の液
体中での検体の拡散を抑えることができる。
　かかる形態の検出装置においては、検体及び液体は展開部材の内部を通って検出槽内を
、吸液材に向かって移動する。
【００１８】
　また、本発明の別の好ましい態様（５）は、前記展開部材は少なくとも２以上の流路に
分岐し、前記流路は再び合流する構成をとることを特徴とする、前記（１）～（４）の何
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れか１つに記載の検出装置である。
　このように流路を分岐させることによって、複数の検体を一度に検出装置に投入し、そ
れぞれの検体中の被験物質を同時に検出することが可能になる。
【００１９】
　また、本発明の別の好ましい態様（６）は、前記被験物質に特異的に結合する第１の特
異的結合物質を備え、該第１の特異的結合物質が前記検出部の所定の位置に固定されてい
ることにより、前記検体中の前記被験物質を所定位置で捕捉することができるように構成
されていることを特徴とする、前記（１）～（５）の何れか１つに記載の検出装置である
。
　このような形態の本発明の検出装置は非常に精度に優れたものとなる。
【００２０】
　また、本発明の別の好ましい態様（７）は、前記被験物質又は前記被験物質と前記第１
の特異的結合物質との複合体に特異的に結合する第２の特異的結合物質を備え、前記被験
物質、前記第１の特異的結合物質及び前記第２の特異的結合物質で複合体を形成できるよ
うに構成されていることを特徴とする、前記（６）に記載の検出装置である。
　このような形態とすることによって、第１の特異的結合物質によって捕捉された被験物
質を精度よく検出することができる。
　本発明の好ましい形態では、前記第２の特異的結合物質にマーカーが付加又は内在され
ている。
　このような形態とすることによって、被験物質の検出が非常に容易になる。
【００２１】
　また、さらに本発明の好ましい形態では、前記第１の特異的結合物質及び前記第２の特
異的結合物質は抗体である。
　抗体は特異的結合能に極めて優れたものであるため、かかる形態の本発明の検出装置は
、非常に精度が高いものとなる。
【００２２】
　また、本発明の別の好ましい態様（８）は、前記吸液材が吸水性高分子であることを特
徴とする、前記（１）～（７）の何れか１つに記載の検出装置である。
　吸水性高分子は自身の質量の何倍もの水分を吸水・保持することができるため、かかる
形態の本発明の検出装置においては、検出槽内での液体の移動が途切れたり逆流したりす
ることがない。
【００２３】
　また、本発明（９）は、前記（１）～（８）の何れか１つに記載の検出装置を用いて、
吸液材の吸液力によって液体と検体を移動させ、前記検体中の被験物質を所定位置で捕捉
する工程を含む被験物質の検出方法にも関する。
　ひいては、吸液材の吸液力によって液体と検体を移動させ、前記検体中の被験物質を所
定位置で捕捉する工程を含む被験物質の検出方法において、前記吸液材を前記液体に投入
することにより、前記液体の移動を開始する方法にも関する。
　本発明によれば、吸液材の液体への接触という簡便な操作によって、液体の移動の開始
段階を制御することができる。また、液体の移動を吸液材によって行うため、液体の移動
が途切れたり、逆流したりすることがなくなる。また本発明の検出方法によれば、従来の
免疫クロマトグラフィー法に比して少量の検体中の被験物質の検出を行うことができる。
【００２４】
　さらに、本発明（１０）は、前記（９）に記載の検出方法において、前記吸液材及び／
又は前記液体の質量を調節することで、前記液体の移動速度を調節する方法にも関する。
　ひいては、吸液材の吸液力によって液体と検体を移動させ、前記検体中の被験物質を所
定位置で捕捉する工程を含む被験物質の検出方法において、前記吸液材及び／又は前記液
体の質量を調節することで、前記液体の移動速度を調節する方法にも関する。
　本発明によれば、極めて簡便に液体の移動速度を調節することができる。
　また、本発明によれば、使用する吸液材の質量を段階的に増やすことで、前記液体の移
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動速度を段階的に上昇させることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、少量の検体中の被験物質を検出することができる簡便な検出装置を提
供することができる。
　また、本発明の好ましい形態では、精度の高い検出が可能な検出装置を提供することが
できる。また、本発明のより好ましい形態では、被験物質の定量的な測定も可能である検
出装置を提供することができる。また、さらに本発明の好ましい形態では、液体の逆流が
起こらない検出装置を提供することもできる。
　また、本発明によれば、液体が検出部に対応する位置を通過する際の速度を上げて洗浄
力を上げること、及び検体におけるバックグラウンドを抑え検出感度・精度を上げること
が可能な検出装置を提供することができる。
　また、本発明によれば、検出部の領域において、光を利用した検出の妨げとなるような
素材（展開部材等）を除去した構造を採ることで、検出感度・精度等を上げた検出装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】（ａ）実施例１の検出装置の斜視図である。（ｂ）実施例１の検出装置の横から
見た分解図。
【図２】（ａ）実施例１の検出装置の平面図。（ｂ）実施例１の検出装置に備えられるフ
ァイバーシート。
【図３】（ａ）実施例１の検出装置の斜め下から見た分解図。（ｂ）実施例１の検出装置
のＡＡ線断面図。
【図４】実施例１の検出装置のＢＢ線断面図。
【図５】実施例１の検出装置における抗体－抗原反応を表した模式図。
【図６】実施例２の検出装置における（ａ）収納部の斜視図と、（ｂ）該収納部を検出装
置に設置したときの断面図。
【図７】実施例３の検出装置の（ａ）斜視図と、（ｂ）分解斜視図。
【図８】実施例１の検出装置を用いたインフルエンザＡタンパク質の測定結果を表す図。
【図９】実施例１の検出装置のポリアクリル酸ナトリウムの量を変更した場合における、
蛍光標識された抗体の移動を、蛍光顕微鏡を用いて撮影した図。
【図１０】実施例１の検出装置のポリアクリル酸ナトリウムの量を変更した場合における
、検出部の蛍光強度の測定結果を表す図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
＜１＞検出装置
＜１－１＞検出装置と検体
　以下、本発明の検出装置の実施の形態について詳述する。
　本発明は、検体中の被験物質を所定位置で捕捉することにより検出する検出装置であっ
て、移動相となりうる液体を収容する検出槽を備え、前記検出槽内には、前記液体を貯留
させることができる貯留部と、検体を投入する投入部と、前記被験物質を検出する検出部
と、前記液体を前記投入部側から前記検出部側へ移動させる吸液材を収容することができ
る吸液部と、がこの順に配設され、さらに前記液体と前記検体を内部に保持しながら移動
させることができる展開部材が前記貯留部と前記吸液部とに渡って双方に接するように配
設されており、前記展開部材には前記液体を移動させることができる流路が設けられ、該
流路は、前記投入部に対応する第１の位置から前記検出部に対応する第２の位置に至るま
での領域内の何れかにおいて、第１の位置から第２の位置へ進むにつれて幅又は断面積が
減少するような構成をとり、第２の位置において前記展開部材を備えない間隙部が設けら
れている、ことを特徴とする検出装置である。
　本発明の検出装置によって検査することができる検体としては、液体に溶解又は分散さ
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せることができるものであれば特に制限されず、生体検体、有機・無機化合物を含む混合
物や水溶液などが挙げられる。具体的には、生体検体としては血液、尿、唾液、糞便など
や、生物試料、食品試料からの抽出物などが挙げられ、また、有機・無機化合物を含む混
合物や水溶液としては、粉塵サンプル、土壌サンプル、海水、川の水などが挙げられる。
特に簡便・迅速でなおかつ高精度な検査が求められる生体検体の検査において、本発明の
検出装置は有用である。
　以下、本発明の検出装置の構成について説明する。なお、これらは本発明の一形態を説
明するものであって、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００２８】
＜１－２＞検出槽
　本発明における検出槽としては、液体を溜めることができる容器状の構造物であれば特
に限定されない。つまり、液体を溜めることができるように少なくとも底面と側面を備え
ていればよい。本発明の好ましい実施の形態では、前記検出槽はその上面を覆う天板部を
備える。
　検出槽の素材としては、液体を漏らすことなく貯めることができるものであれば特に限
定されない。工業的生産の観点から検出槽は熱可塑樹脂製であることが好ましい。
　そして、本発明における検出槽としては、より好ましくは、底板部と中枠部とを熱圧着
（固定化）した上で、中枠部と天板部との間に展開部材を挟んで熱圧着して構成すること
ができる。その他にも、検出槽は、基板槽と天板部との間に展開部材を挟んで熱圧着（固
定化）して構成することもできる。このように熱圧着の方法を用いて構成することにより
、ある程度簡便な方法ながらも比較的強固な構造にすることができる。
　また、本発明における検出槽としては、さらに好ましくは、両面粘着シート等を利用し
て、展開部材を備える基板槽（あるいは底板部と中枠部とが熱圧着されたものでもよい。
）と天板部とを固定化して構成することができる。なお、両面粘着シート等は、光学的な
検出を妨げないような性質のもの（例えば、光学用透明粘着シート等）を用いるのが好ま
しい。
　加えて、両面粘着シート等における検体が流れる予定の側の粘着面に、バイオ系試料・
検体に対する非特異的吸着を防止するための処理が施されているとさらに好ましい。この
場合において、当該処理が両面粘着シート等の少なくとも一方の粘着面上に直接施されて
いてもよいし、当該処理が施されている粘着面を持つ別のフィルム（例えば、バイオアッ
セイ用フィルム等）を通常の両面粘着シート等に重ね合わせることによって、全体として
同等の構成をとるようにしてもよい。なお、バイオアッセイ用フィルム等の非特異的吸着
防止フィルムは、光学的な検出を妨げないような性質のものを用いるのが好ましい。
　そして、このように両面粘着シートを用いて構成することにより、一層簡便に固定化す
ることができ、さらには、検体の非特異的吸着防止の機能を簡便に追加することができ、
ひいては検出ノイズを減少させて検出感度を上げることができる。
【００２９】
＜１－３＞投入部
　本発明において投入部の構成は検出槽外から検出槽内へ検体を投入可能な構成であれば
特に限定されない。
　上述したように検出槽に天板部を設ける場合には、天板部に投入口を設け、かかる投入
口を投入部とすることが好ましい。
【００３０】
＜１－４＞検出部
　本発明における検出部は、投入部から離れた位置の槽内に設置され、被験物質を検出で
きる構成であれば特に限定されない。上述のように検出槽に天板部を備える場合には、検
出部の観察を容易に行うことができるように、検出槽の天板部のうち検出部の上方に当た
る部分に開口部を設けるか、天板部を透明の素材により構成することが好ましい。
　投入部から検出部までの距離は特に限定されないが、投入部から検体を投入した際に、
検体が直接検出部に投入される恐れが無い距離に設定することが好ましい。
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　検出部における被験物質の検出は、被験物質を捕捉することにより行う。被験物質を捕
捉する機構としては、被験物質を特異的に捕捉し、被験物質以外の物質は捕捉しないよう
に構成されていることが好ましい。
【００３１】
　被験物質を特異的に捕捉するため、本発明の検出装置の好ましい実施の形態では、被験
物質に特異的に結合する第１の特異的結合物質を備え、第１の特異的結合物質を検出部の
所定の位置に固定することにより、検体中の被験物質を所定位置で捕捉し、検出すること
ができるように構成する。このような構成とすることによって、本発明の検出装置の精度
が上がる。
　第１の特異的結合物質としては、以下に挙げるものが好ましい。すなわち、被験物質が
タンパク質などの生体物質である場合には抗体が好ましく挙げられる。また、被験物質が
特定の配列を有するＤＮＡやＲＮＡなどの核酸である場合には、これらと相補的な配列を
有するＤＮＡ又はＲＮＡが挙げられる。そして、被験物質が上記の化学物質以外の有機・
無機物質である場合には、被験物質であるこれら物質と特異的に結合する物質であること
が好ましい。
【００３２】
　本発明のより好ましい形態では、被験物質、又は前記被験物質と前記第１の特異的結合
物質の複合体、に特異的に結合する第２の特異的結合物質をさらに備え、被験物質、第１
の特異的結合物質及び第２の特異的結合物質で複合体を形成できるように構成されている
。このような構成とすることによって、検出装置の検出精度は各段に向上する。
　この場合、第２の特異的結合物質としては上記の特異的な結合能を有していれば特に限
定されないが、好ましくは抗体が挙げられる。また、上述したように被験物質と第１の特
異的結合物質がＤＮＡ又はＲＮＡである場合には、第２の特異的結合物質として核酸の二
重らせん構造に特異的に結合するエチジウムブロマイド等のインカレーターを好ましく挙
げることができる。
　また、第２の特異的結合物質にマーカーが付加又は内在されていることが好ましい。こ
のような形態とすることによって、簡便に被験物質を検出することができる。マーカーと
しては第２の特異的結合物質に付加することができるものであれば特に限定されないが、
蛍光分子、金コロイド、着色及び蛍光微粒子、呈色又は発光反応を示す物質、放射性同位
元素を含む化合物などが挙げられる。また、マーカーとして第２の特異的結合物質に内在
することができるものとして放射性同位元素が例示される。
　安全性、検出の簡便さ、定量性を考慮すると、マーカーとして蛍光分子を用いることが
特に好ましい。この場合、市販の蛍光リーダーを用いて蛍光分子の発する蛍光を定量的に
測定することができる。
【００３３】
　本発明の特に好ましい形態では、前記第１の特異的結合物質及び前記第２の特異的結合
物質は抗体である。かかる実施の形態によれば、本発明の検出装置は、抗体の優れた特異
的結合能によって、極めて感度及び精度に優れたものとなる。
　第１の特異的結合物質及び第２の特異的結合物質を抗体とする場合における実施の形態
について説明する。
　被験物質に特異的に結合する、第１の特異的結合物質である抗体（以下、第１の抗体と
する）は、市販のものを使用してもいいし、常法に従って作製しても良い。
　第１の抗体を検出部の所定の位置に固定する態様としては、後述する展開部材の所定の
位置に第１の抗体を常法に従って固定するようにしても良いし、また不溶性の固形担体（
セファロースビーズなど）に第１の抗体を固定して、所定の位置にかかる固形担体を載置
するようにしても良い。
　第２の特異的結合物質である抗体（以下、第２の抗体とする）は、被験物質、又は被験
物質と第１の抗体の複合体に特異的なものであれば特に限定されず、市販のものを使用し
てもいいし、常法に従って作製したものを使用しても良い。
　特に被験物質に特異的な抗体を第２の抗体とすることが好ましく、検出精度の向上の観
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点から、第２の抗体は第１の抗体とは別のエピトープを認識するものであることが好まし
い。
　また、第２の抗体には金コロイド又は蛍光分子がマーカーとして付加されていることが
好ましい。第２の抗体へのこれらのマーカーの付加は常法に従って行うことができる。第
２の抗体に付加する蛍光分子としては、市販の蛍光分子を際限なく用いることができる。
【００３４】
＜１－５＞吸液部
　本発明における「吸液」とは液体を吸収することであり、吸液部とは、検出槽内の液体
を吸収することにより投入部側から検出部側へ液体を移動させる手段のことであり、前記
吸液部は、吸液材と、該吸液材を前記検出槽内の液体と非接触状態で収納する収納部と、
前記吸液材を液体に接触させる操作部を有する。
　以下、吸液部の構成について説明する。
【００３５】
＜１－５－１＞収納部
　本発明における収納部は、吸液材を前記検出槽内の液体と非接触状態で収納する構成を
とる。収納部は吸液材を検出槽内の液体と接触しないように収納できれば、その構成は特
に限定されない。
【００３６】
　本発明の好ましい実施の形態では、前記収納部は、前記検出槽の上部に、該検出槽内に
吸液材を投入可能に配置する。このような形態とすることによって、収納部から検出槽へ
吸液材を容易に投入することができる。
　この場合、収納部に、吸液材と検出槽内の液体を隔てる部材を設けても良い。また、そ
のような部材を設けずに、収納部の天井部に吸液材を保持することによって、吸液材と検
出槽内の液体を接触しないようにしても良い。
【００３７】
　また、上の形態とは別に、本発明の好ましい実施の形態では、前記収納部は、前記検出
槽内に配置されて前記吸液材を液体から隔離する隔離部材を備え、前記操作部は、前記液
体が前記吸液材に向かう液体の流れを形成する流向形成手段を備える。
　かかる実施形態では、液体が溜まっている検出槽内に収納部が設けられているため、吸
液材と液体を非接触状態にするために、隔離部材は液体を透過しない素材で構成されてい
ることが必要となる。
【００３８】
＜１－５－２＞操作部
　操作部は収納部に収納された吸液材を、検出槽内の液体に接触させる操作の用に供する
部分である。以下に、操作部の形態について例示する。
（１）シート破断手段を備える操作部
　本発明の好ましい形態では、前記収納部の少なくとも一部がシート状材料によって構成
されており、前記操作部が前記シート状材料を破くシート破断手段を備える。
　収納部を検出槽の上部に設ける場合には、収納部の下面をシート状材料によって構成す
ることが好ましい。
　また、収納部を検出槽内に配置する場合には、検出槽内の液体と接触している隔離部材
の少なくとも一部をシート状材料によって構成することが好ましい。
　シート状材料の素材としては、シート破断手段によって破ることができる素材であれば
特に限定されず、水を透過しない素材であればより好ましい。シート状材料の素材として
はプラスチック、布、紙、金属が挙げられる。防水性、経時耐久性、耐腐食性の観点から
シート状材料の素材としてはプラスチック又は金属が好ましい。
【００３９】
　シート破断手段を備える本発明の実施形態では、前記収納部はシート状材料が設けられ
た反対側の面に押込み面を備え、前記シート破断手段は、前記押込み面を押し込むことに
より反対側の面のシート状材料を破ることで実現されることが好ましい。
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　上記押込み面の押し込みによりシート破断手段を実現するためには、前記収納部の押込
み面が応力により変形する材料で構成されていることが好ましい。また押込み面は応力に
よって破れない材料であることが好ましい。このような材料としては、ゴムやプラスチッ
クが挙げられる。
【００４０】
　また、押し込み面を押し込むことによりシート状材料を破断する場合には、前記収納部
の押込み面が、鉛直方向に可動する構成にすることも好ましい。すなわち、収納部を押し
ボタンスイッチ様の構造とすることも好ましい。
【００４１】
　そして、押し込み面を押し込むことによりシート状材料を破断する場合には、収納部の
押込み面の内側に、針先又は刃先がシート状材料に向く少なくとも１つの針又は刃物を設
けることが好ましい。
【００４２】
　また、シート状材料を破断する形態として、シート状材料にティアテープを設け、この
ティアテープを引くことによりシート状材料を破るようにした形態も好ましい。
【００４３】
（２）隔離部材の引き抜き手段を備える操作部
　上述した、収納部が検出槽内に設置されている形態においては、隔離部材によって検出
槽内の液体と吸液材が隔離されている。このような実施形態の場合には、隔離部材を検出
装置から外部へ引き抜くことによって検出槽内の液体と吸液材を接触させる構成とするこ
とも好ましい。
【００４４】
（３）風船状の収納部を破裂させる手段を備える操作部
　収納部を針等で穿てば破裂するような風船のような形態とすることも好ましい。このよ
うな形態とすれば、針等で収納部を穿つことによって、収納部を破裂させ、簡単に中身の
吸液材を検出槽内の液体に接触させることができる。
【００４５】
（４）収納部の回転手段を備える操作部
　収納部の形態を、一部に開口部を備える内部筒部と、その内部筒部の外側に密着するよ
うに設けられた、一部に開口部を備える外部筒部によって構成することも好ましい。この
場合、収納部は検出槽の上部に、外部筒部の開口部を下に向け、内部筒部の開口部を上に
向けた状態で設けることが好ましい。このような形態の収納部を有する検出装置において
は、内部筒部を回転させ内部筒部の開口部を、外部筒部の開口部と合わせることで、収納
部に収納されていた吸液材が、検出槽内へ投下される。
【００４６】
＜１－５－３＞吸液材
　本発明における吸液材とは液体を吸収する性質を有する物質、又はかかる物質を含む部
材のことをいう。吸液材としては、ろ紙、わた、スポンジ、布、カイメン、吸水性高分子
などが挙げられる。
　本発明における吸液材としては吸水性高分子が特に好ましく挙げられる。吸水性高分子
とは吸水性と保水性を有する高分子のことをいう。本発明においては、吸水性高分子のう
ち、高吸水性高分子（Ｓｕｐｅｒ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ、略称：ＳＡＰ
）を用いることが特に好ましい。高吸水性高分子とは特に高い吸水性と水分保持性能を有
するように設計された高分子であり、高分子が形作る網目構造の中に多数の水分子を取り
込んでゲル状にする性質をもつものである。高吸水性高分子は自重の１００倍から１００
０倍の水を吸収することができ、また圧力をかけても離水しにくい性質を持つ。すなわち
、吸液材として高吸水性高分子を採用した本発明の検出装置においては、検出槽内での液
体の逆流はほぼ起こらない。
　このような高吸水性高分子としては、グラフト重合あるいはカルボキシメチル化による
デンプン系およびセルロース系、ポリアクリル酸塩系・ポリビニルアルコール系・ポリア
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クリルアミド系・ポリオキシエチレン系、及びポリアクリル酸ナトリウム系などの合成ポ
リマー系高分子が挙げられる。特に吸水・保水機能の観点からポリアクリル酸ナトリウム
系高分子が好ましく挙げられる。
【００４７】
　本発明における吸水性高分子として高吸水性高分子であるポリアクリル酸ナトリウムを
用いる場合には、粉末、顆粒状、球状、繊維状、シート状に成形したものの何れであって
も用いることができる。
　また、本発明の検出装置に投入する検体の性質や検査の目的によって、使用するポリア
クリル酸ナトリウムを選択することができる。
　ポリアクリル酸ナトリウムは水溶液重合法で作製したものは不定形で、懸濁重合法によ
って作製したものは微小球状となることが知られている。そして微小球状のポリアクリル
酸ナトリウムは表面積が大きくなるため、不定形のものに比して吸水速度が大きくなる。
また、不定形のポリアクリル酸ナトリウムは微小球状のものに比して多くの水分を吸収す
ることができる。
　すなわち、被験物質を検出部において捕捉した後においても多量の液体によって検出部
を洗浄し、被験物質以外の物質が検出部に非特異的に捕捉されることを極力防ぎたい場合
には、水溶液重合法によって作製した高吸水性のタイプのポリアクリル酸ナトリウムを用
いることができる。また、検出槽における液体の移動速度を上げ、早期に検出結果を得た
い場合には、懸濁重合法によって製造した急速吸水タイプのポリアクリル酸ナトリウムを
用いることができる。
【００４８】
　また、本発明においては、液体及び／又は吸液材の質量を調節することによって、検出
槽における液体の移動速度を調節することができる。すなわち、吸液材の質量を大きくす
れば検出槽における液体の移動速度を上昇させることができ、逆に吸液材の質量を小さく
すれば液体の移動速度を低下させることができる。
　また、液体の質量を大きくすれば検出槽における液体の移動速度を低下させることがで
き、逆に液体の質量を小さくすれば液体の移動速度を上昇させることができる。
　さらに、本発明においては吸液材を段階的に加えることで液体の移動速度を調節するこ
とができる。吸液材を段階的に加えることができる本発明の検出装置の形態としては、例
えば、複数の収納部を備えた形態が挙げられる。かかる形態の本発明の検出装置において
は、それぞれの収納部に収納された吸液材の液体への接触を段階的に行うことによって、
液体の移動速度の段階的な調節をすることができる。
【００４９】
　さらに、本発明における吸液材としてポリアクリル酸ナトリウムを使用する場合には、
ポリアクリル酸ナトリウムの種類を変更することによって、検出槽における液体の移動速
度を調節することができる。
【００５０】
＜１－６＞展開部材
　本発明の好ましい形態では、前記液体と前記検体を内部に保持しながら移動させること
ができる展開部材を検出槽内に備え、前記展開部材が液体で湿潤していることを特徴とす
る。
　そして、展開部材に使用される素材は、概して検出に使用される光を吸収する性質を持
つため、光を利用した検出の妨げとなる。そこで、展開部材に設けられた流路において、
その検出部に対応・対面する位置において、光検出の妨げとならないよう該部材を除去す
る（すなわち間隙・切れ目を設ける）ように加工する。
　ここで展開部材とは、繊維状又は粒子の密集した構造をもち液体と検体を内部に保持し
ながら移動させることができる部材をいう。具体的には、薄層クロマトグラフィーで用い
る固定相のような、ガラスの板の上にシリカゲル、アルミナ、ポリアミド樹脂などを薄く
張ったものや、免疫クロマトグラフィーで用いるようなセルロース、樹脂、ガラスからな
るメンブレンや不織布状のシート、そしてアガロースゲルのようなゲル状組成物などが挙
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げられる。なお、本発明における展開部材は上に列挙したものに限られないことは言うま
でもない。
　また、展開部材の形状を加工して流路を設けるが、該流路においては、上述のとおり吸
液材を検出槽内の液体に接触させることによって内部に液流が発生し、投入部から投入さ
れる検体中に含まれる被験物質が展開部材の表面ないし内部を伝って移動する。そしてこ
の場合、該流路において、投入部に対応する第１の位置（投入部近傍、投入（可能）領域
下の位置）から検出部に対応する第２の位置（検出部近傍、検出（可能）領域下の位置）
までの間の領域内の何れか（何処か）において、第１の位置から第２の位置の方向、すな
わち液が流れる方向に進むにつれて（進む方向に沿って・従って）流路の幅又は断面積が
小さくなるよう絞り込まれるような形状、より好ましくは、且つ増大しないような形状に
加工する。さらに好ましくは、投入部に対応する位置から三角形状あるいはテーパー形状
に成形し始めて、幅又は断面積のサイズがある程度絞り込まれた位置から検出部に至るま
での間は略矩形状に加工してもよい。なお、布やろ紙のように薄い形状とするとよいが、
分析・検出に悪影響を及ぼさない程度に立体的な厚みを持たせてもよい。
　また、中枠部又は基板槽には、展開部材を収納するための流路溝が備えられていてもよ
い。
【００５１】
　ここで本発明の展開部材としてニトロセルロースメンブレンやファイバーシートのよう
なシート状のものを使用する場合の実施の形態について詳述する。
　展開部材は、流路のうちの検出部に対応する位置において、展開部材を備えない間隙部
が設けられている。この間隙部は、展開部材が概して検出に使用する光を吸収する性質を
持つため、そのような性質を持つ展開部材を除去することにより、検出部における光透過
性、検出感度等を上げる。なお、流路が配設されている展開部材にかかる間隙（切れ目）
が存在しても、その中に液体が充填され又は液体を存在させた上で間隙が適切な範囲内の
距離に保たれていれば、より好ましくはその間隙を埋めるようにビーズ状担体等のような
液体を保持させ得る性質を有する材料が充填されていれば、移動相となる液体の流れやそ
れに伴う検体（被験物質）の移動が妨げられるようなことにはならない。
　また、検出槽内における展開部材は検体を投入する前から液体によって湿潤しているこ
とが好ましい。
　また、投入部から検出部にかけては、展開部材の内部にのみ液体が存在している状態で
あることが好ましい。そのため、検出槽の両端には液体を貯留することができる貯留部を
設け、投入部から検出部にかけての検出槽の底面が、前記貯留部の底面より高くなるよう
に構成することが好ましい。こうすることで、多量の液体を貯留部に溜めながら、投入部
から検出部にかけては、展開部材の内部にのみ液体が存在している状態を作り出すことが
できる。
【００５２】
　また、展開部材は、１つの流路で２以上に分岐させる構成をとることができるものの、
本発明の好ましい形態においては、展開部材は少なくとも２以上の流路に分岐し、流路は
再び合流する構成をとる。
　このように流路を分岐させることによって、複数の検体を一度に検出装置に投入し、そ
れぞれの検体中の被験物質を同時に検出することが可能になる。また、レファレンスとと
もに比較検出することも可能になる。
　この場合、それぞれの流路を形成する展開部材（少なくとも投入部から検出部にかけて
の部分）の間での液体の移動が起こらないようにすることが好ましい。具体的には、それ
ぞれの流路を隔てるような凸状の障壁部分を検出槽に設けることが好ましい。このような
形態とする場合には、さらに、投入部をそれぞれの流路に対して独立して備える構成とす
ることが好ましい。複数の検体の検出槽内におけるコンタミネーション防止の観点からで
ある。
【００５３】
　上述したように、第１の抗体を固定した不溶性の固形担体（セファロースビーズなど）
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を検出部に載置するような形態とする場合には、展開部材の検出部に当たる部分に間隙部
を設け、かかる間隙に該固形担体を載置するように構成することも好ましい。
【００５４】
＜２＞操作装置による本発明の検出装置の使用
　本発明の検出装置においては、操作部によって吸液材を液体に接触させるまでは、検出
槽内での液体の移動は起こらない。そのため、複数の検出装置の操作部を同時に操作する
ことができる操作装置を利用した使用態様が好ましく挙げられる。
　すなわち、複数の検出装置を用意し、それぞれに検体を投入する。そして、検体の投入
された検出装置を、操作装置に設置する。次に、この操作装置を操作することによって、
複数の検出装置の操作部を同時に操作する。すると、複数の検出装置の検出槽内での液体
の移動を同時に開始することができる。このような使用態様とすることによって、複数の
本発明の検出装置を用いる場合に、検出装置間での液体の移動時間の誤差が生じることを
防ぐことができる。
　この場合、前記操作装置に、本発明の検出装置の検出部を読み取る読み取り手段を設け
ることが好ましい。操作装置をこのような形態とすることによって、複数の本発明の検出
装置を使用して、複数の検体からの被験物質の検出を同時に行うことができる。
【００５５】
　上記＜１－５－２＞（１）で説明した、押込み面の押込みによって、シート状材料を破
る形態の本発明の検出装置を使用する場合には、前記操作装置は、複数の本発明の検出装
置の押込み面を押し込むことができる機構を備えることが好ましい。
　そして、上記＜１－４＞で説明したように、第２の特異的結合物質にマーカーとして蛍
光分子を付加する場合には、前記操作装置に読み取り手段として、蛍光読み取り機構を備
えることが好ましい。
【００５６】
＜３＞被験物質の検出方法
　本発明は、吸液材の吸液力によって液体と検体を移動させ、前記検体中の被験物質を所
定位置で捕捉する工程を含む被験物質の検出方法において、前記吸液材を前記液体に接触
させることにより、前記液体の移動を開始する方法にも関する。
　本発明における吸液力とは、液体を吸収する力である。また、本発明における検体、被
験物質、被験物質を所定位置で捕捉する工程、吸液材の実施の形態は、上記＜１＞の項目
において説明したものと同様である。
【００５７】
＜４＞液体の移動速度を調節する方法
　本発明は、吸液材の吸液力によって液体と検体を移動させ、前記検体中の被験物質を所
定位置で捕捉する工程を含む被験物質の検出方法において、前記吸液材及び／又は前記液
体の質量を調節することで、前記液体の移動速度を調節する方法にも関する。
　本発明によれば、吸液材の質量を大きくすれば検出槽における液体の移動速度を上昇さ
せることができ、逆に吸液材の質量を小さくすれば液体の移動速度を低下させることがで
きる。
　また、液体の質量を大きくすれば検出槽における液体の移動速度を低下させることがで
き、逆に液体の質量を小さくすれば液体の移動速度を上昇させることができる。
　本発明における検体、被験物質、被験物質を所定位置で捕捉する工程、吸液材の実施の
形態は、上記＜１＞の項目において説明したものと同様である。
【実施例】
【００５８】
＜１＞実施例１：シート破断手段を備える操作部が設けられた検出装置
（１）実施例１の検出装置の作製
　実施例１の検出装置１の検出槽１２は、アクリル製の天板部１２１（縦５２ｍｍ、横１
８ｍｍ、高さ０．５ｍｍ）、中枠部１２２（縦５２ｍｍ、横１８ｍｍ、高さ３ｍｍ）、底
板部１２３（縦５２ｍｍ、横１８ｍｍ、高さ０．５ｍｍ）からなる（図１（ｂ）、図３（
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ａ））。
　天板部１２１には１つの投入口１５と、１つの検出口１６が備えられている。また、天
板部１２１には箱型の収納部１４を設置するように、矩形（縦２０ｍｍ、横１２ｍｍ）の
切り抜き１２１ａが設けられている（図１（ｂ）、図３（ａ））。この切り抜き１２１ａ
は収納部１４の底面よりも少し小さい矩形に形成されている。さらに、天板部１２１の裏
側には凸部１２ａが設けられている（図３（ａ）、（ｂ））。
　中枠部１２２には貯留部１３を形成できるように、矩形（縦２０ｍｍ、横１２ｍｍ）の
切り抜き１２２ａが２つ設けられている（図１（ｂ）、図３（ａ））。
　実施例１の検出装置１の作製は、以下のようにして行った。まず底板部１２３と中枠部
１２２を熱圧着させた。そして、底板部１２３と中枠部１２２により形成される貯留部１
３に所望の量の液体３を添加した。そして、中枠部１２２と天板部１２１の間にファイバ
ーシート２をはさみ、熱圧着した。最後に、収納部１４を熱圧着によって設置し、実施例
１の検出装置を作製した（図１（ａ）、（ｂ））。
【００５９】
　上のようにして作製した実施例１の検出装置１の構成についてさらに説明を加える。
　上述のようにして作製した実施例１の検出装置１は、アクリル製の検出槽１２（縦５２
ｍｍ、横１８ｍｍ、高さ４ｍｍ）を備える（図１～４）。検出槽１２の上面に備えられた
天板部１２１には投入口１５と検出口１７が設けられている。また、検出槽１２の両端に
液体が貯蓄された貯留部１３（縦２０ｍｍ、横１２ｍｍ、深さ３ｍｍ）を備える（図４）
。図４に示すように、検出槽１２の上部に、押込み面１４２とシート状材料１４１を備え
た収納部１４が備えられている。押込み面１４２は硬質プラスチックフィルムからなり、
シート状材料１４１はアルミ箔からなる。そして、収納部１４には高吸水性高分子である
ポリアクリル酸ナトリウム４が収納されている。
　検出槽内には展開部材としてファイバーシート２が設けられている。そして、ファイバ
ーシート２には、検出部１６に当たる部分に間隙部２２が設けられている。かかる間隙部
２２に、第１の抗体１６３が担持されたセファロースビーズ１６２が載置されている（図
５（ａ））。
【００６０】
　実施例１の検出装置１においては、押込み面１４２に対して鉛直方向下向きの応力を加
える（図４（ｂ））ことによって、シート状材料１４１が破れ、ポリアクリル酸ナトリウ
ム４を検出槽内に投下することができる（図４（ｃ））。投下されたポリアクリル酸ナト
リウム４は検出槽内の液体を吸収することで、検出槽内でポリアクリル酸ナトリウム４の
方向に液体が移動を開始する（図４（ｃ））。
【００６１】
　次に、実施例１の検出槽内での抗体－抗原反応による被験物質の検出の機構について説
明する。検出部１６には、第１の抗体１６３が担持されたセファロースビーズ１６２が載
置されている（図５（ａ））。
　この場合、検出部１６よりも上流側に蛍光分子によって標識された第２の抗体１６４を
予め備えていても良いし（図５（ａ））、検体と同時に第２の抗体１６４を投入するよう
にしても良い。
　投入部より検体を投入し、ポリアクリル酸ナトリウム４が検出槽内に投下され液体の移
動が始まると、その液体の移動に伴い、検体中の被験物質５と第２の抗体１６４が複合体
を形成した状態で、検出部方向へ移動する（図５（ｂ））。そして、かかる免疫複合体が
検出部１６へ到達すると、被験物質５と第１の抗体１６３が結合し、第１の抗体１６３－
被験物質５－第２の抗体１６４の三元複合体となり、検出部１６に留まる（図５（ｃ））
。この検出部１６に捕捉された第２の抗体１６４に結合している蛍光分子から発せられる
蛍光を蛍光リーダーによって測定することによって、検体に含まれていた被験物質を検出
し、またその量を定量的に測定することができる。
【００６２】
＜２＞実施例２：ティアテープを備える操作部が設けられた検出装置
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　実施例２の検出装置１は、ティアテープ１４３を備える操作部が設けられた検出装置で
ある。図６（ａ）は収納部１４を底面から見た斜視図である。図６（ａ）に示すように、
実施例２の検出装置１における底面のシート状材料１４１にはティアテープ１４３が設け
られている。そして、ティアテープ１４３の余剰の端部が図６（ｂ）に示すように、検出
槽１２の外へ出るように構成されている。
　実施例２の検出装置においては、この検出槽１２から外へ出ているティアテープ１４３
を引くことにより、シート状材料１４１が破れ、収納部１４に収納されているポリアクリ
ル酸ナトリウム４が検出槽内へ投入される。
【００６３】
＜３＞実施例３：基板槽と天板部とを粘着シートで接着した検出装置
（１）実施例３の検出装置の作製
　実施例３の検出装置１´の検出槽１２´は、アクリル製の天板部１２１´（縦５２ｍｍ
、横１８ｍｍ、高さ０．５ｍｍ）、基板槽１２４´（縦５２ｍｍ、横１８ｍｍ、高さ３ｍ
ｍ）を基本骨格にしている（図７（ａ）、（ｂ））。基板槽、天板部は検出槽と同様の材
料を切削、加工するなどして得ることができる。
　天板部１２１´の一端には吸水性高分子を投入できるように、円形（直径１０ｍｍ）の
切り抜き１２１ａ´が設けられている。また、天板部１２１´の他の一端には貯留部１３
´に液体を注入できるように、矩形の切り抜き１２１ｂ´が設けられている。さらに、天
板部１２１´には検体を投入するための投入口１５´が設けられている（図７（ｂ））。
　基板槽１２４´には吸水性高分子を載置できるように円形の溝（直径１０ｍｍ、深さ０
．３ｍｍ）が設けられている。また、基板槽１２４´には矩形（升状）の貯留部１３´（
縦１０ｍｍ、横１０ｍｍ、深さ２．３ｍｍ）が設けられている。さらに、ファイバーシー
ト２´を納め、流路を形成するために流路溝６´（深さ０．３ｍｍ）が設けられている。
流路溝６´の幅は、貯留部から投入部まで１０ｍｍであり、投入部では検出部に向かって
１０ｍｍから３ｍｍに減少し、投入部より下流では吸液部に達するまで３ｍｍである。
　実施例３の検出装置１´の作製は、以下のようにして行った。
　ファイバーシート２´を、基板槽１２４´の流路溝６´、貯留部１３´及び吸水性高分
子を載置するための円形の溝に合わせた形状に切り出し、粘着剤により接着させた。光学
用透明粘着シート１８´（日東電工株式会社、ＬＵＣＩＡＣＳ（登録商標）ＣＳ９８６２
ＵＡ）の片面のライナーを剥離し、片側に粘着面を有する透明なバイオアッセイ用フィル
ム１９´（スリーエム、ポリオレフィンテープ９７９５Ｒ）の非接着面と接着し、光学用
粘着シート１８´のもう片方の面のライナーを剥離し、天板部１２１´に接着した。なお
、光学用透明粘着シート１８´とバイオアッセイ用フィルム１９´には、天板部１２１´
の切り抜き１２１ａ´に対応して切り抜き１８１ａ´及び１９１ａ´が、切り抜き１２１
ｂ´に対応して１８１ｂ´及び１９１ｂ´が、投入口１５´に対応して切り抜き１８１ｃ
´及び１９１ｃ´が、それぞれ設けられている。天板部１２１´に接着したバイオアッセ
イ用フィルム１９´の粘着面のライナーを剥離し、天板部１２１´を基板槽１２４´に接
着し、実施例３の検出装置１´を作製した（図７（ａ））。
【００６４】
　上のように作製した実施例３の検出装置１´についてさらに説明を加える。上述のよう
にして作製した実施例３の検出装置１´は、アクリル製の検出槽１２´（縦５２ｍｍ、横
１８ｍｍ、高さ３．５ｍｍ）を備える（図７（ａ）、（ｂ））。検出槽１２´の上面に備
えられた天板部１２１´には投入口１５´が設けられている。また、検出槽１２´の一端
には高吸水性高分子を載置することができる円形の溝（直径１０ｍｍ、深さ０．３ｍｍ）
を備え、他の一端には液体が貯蓄された貯留部１３´（縦１０ｍｍ、横１０ｍｍ、深さ２
．３ｍｍ）を備える（図７（ａ））。なお、当該液体は、検出装置の全体を作製した後で
適宜注入するようにしてもよい。
　検出槽内には、展開部材としてファイバーシート２´が設けられている。そして、ファ
イバーシート２´には、検出部１６´にあたる部分に間隙２２´が設けられている。かか
る間隙部２２´に、第１の抗体１６３´が担持されたセファロースビーズ１６２´が載置
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されている。
【００６５】
＜３＞実施例１の検出装置を使用した被験物質の検出
　次に、実施例１の検出装置を使用して検体中の被験物質の検出及び被験物質量の測定を
行った。
（１）準備
抗体標識ビーズ、蛍光標識抗体の作製
Ａｃｔｉｖａｔｅｄ　Ｔｈｉｏｌ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　４Ｂ　ｂｅａｄｓ（直径９０μ
ｍ、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）に抗インフルエンザＡモノクローナル抗体（ｃｌｏｎ
ｅＭ２１１０１６９、Ｆｉｔｚｇｅｒａｌｄ）を結合し、抗インフルエンザＡ抗体標識ビ
ーズを作製した（第１の抗体１６３が担持されたセファロースビーズ１６２の作製）。抗
インフルエンザＡモノクローナル抗体（ｃｌｏｎｅＭ３２２２１１、Ｆｉｔｚｇｅｒａｌ
ｄ）にＡｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　６４７　Ｃ２　Ｍａｌｅｉｍｉｄｅ（Ｔｈｅｒｍｏ　ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）を標識し、蛍光標識抗インスリン抗体を作製した（蛍光分子によっ
て標識された第２の抗体１６４の作製）。
【００６６】
（２）実施例１の検出装置を利用したインフルエンザＡタンパク質の定量測定
　実施例１の検出装置を用いて、簡便に少量検体（２５μＬ）から、短時間（２０分）で
、タンパク質（インスリン）を定量測定した。
　検出槽内の両端の貯留部１３にそれぞれＴＢＳバッファーを７５μＬずつ備え、収納部
１４にポリアクリル酸ナトリウム（アクアリックＣＡ、日本触媒）が３ｍｇ収納された実
施例１の検出装置を用意した。
なお、本試験例におけるポリアクリル酸ナトリウムはアクリル酸重合体部分ナトリウム塩
架橋物である。
　インフルエンザＡタンパク質（Ａ／ＮＥＷ　Ｃａｌｅｄｏｎｉａ／２０／９９（Ｎ１Ｈ
１））０、１、１０、１００、１０００、１００００ｎｇ／ｍＬ（ＰＢＳで希釈）　２５
μＬに蛍光標識抗体１μＬを混合したものを投入部から投入した後、収納部１４の押込み
面１４２を指で押込み、シート状材料１４１を破って、下流側の貯留部１３へアクリル酸
ナトリウム４を投入した。ポリアクリル酸ナトリウム４の投入時を０分とし、１５分後に
蛍光顕微鏡で検出部の画像を取得し、画像解析ソフト（ＩｍａｇｅＪ、ＮＩＨ）でｇｒａ
ｙ　ｖａｌｕｅを測定した。
【００６７】
　実施例１の検出装置で、インフルエンザＡタンパク質の定量をおこなったところ、少量
検体（２５μＬ）を、短時間（２０分）で、チップ内において簡便に、１～１００ｎｇ／
ｍＬのタンパク質の定量が可能であることが示された（図８）。また、１０００ｎｇ／ｍ
Ｌ、１００００ｎｇ／ｍＬのタンパク質の検出が高い強度をもって可能であることが示さ
れた。
【００６８】
（４）吸水性高分子の量を変えることによる流速変化の検討
　検出槽内の両端の貯留部１３にＴＢＳバッファーをそれぞれ７５μＬずつ備え、収納部
に（ｉ）０ｍｇ、（ｉｉ）１ｍｇ、（ｉｉｉ）３ｍｇ、（ｉｖ）５０ｍｇのポリアクリル
酸ナトリウム４（アクアリックＣＡ、日本触媒）が収納された検出装置を用意した。なお
、本試験例におけるポリアクリル酸ナトリウムはアクリル酸重合体部分ナトリウム塩架橋
物である。
　ＰＢＳ　２５μＬに蛍光標識された第２の抗体１６４　１μＬを混合したものを投入口
１５から投入した後、押込み面１４２を押し込むことによって収納部１４から下流側の貯
留部１３にアクリル酸ナトリウム４を投入した。ポリアクリル酸ナトリウム４の投入時を
０分とし、１５分後まで蛍光顕微鏡で観察し、画像を取得した。
【００６９】
　両端の貯留部１３にそれぞれ７５μＬ備えた検出装置１において、アクリル酸重合体部
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分ナトリウム塩架橋物（アクアリックＣＡ、日本触媒）を１ｍｇ投入した場合、蛍光標識
された第２の抗体１６４は、投入１５分後においても、０ｍｇとほぼ同じ蛍光強度を示し
、１ｍｇでは流速が遅く洗浄が不十分であることが分かった（図９及び図１０）。
　一方、３ｍｇ投入した場合、蛍光標識された第２の抗体１６４の大部分は、投入１分後
に検出部に到達し、その後、検出部から更に下流に流されており、洗浄に十分な流速であ
ることが分かった（図９及び図１０）。
【符号の説明】
【００７０】
１、１´　検出装置
１２、１２´　検出槽
１２ａ　凸部
１２１、１２１´　天板部
１２２　中枠部
１２３　底板部
　　１２４´　基板槽
１３、１３´　貯留部
１４　収納部
１４１　シート状材料
１４２　押込み面
１４３　ティアテープ
１５、１５´　投入口
１６、１６´　検出部
１６２　セファロースビーズ
１６３　第１の抗体
１６４　第２の抗体
１７　検出口
　　１８´　光学用透明粘着シート
　　１９´　バイオアッセイ用フィルム
２、２´　ファイバーシート
２１、２１´　流路
２２、２２´　間隙部
３　液体
４　ポリアクリル酸ナトリウム
５　被験物質
　　６´　流路溝
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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